
苅田町 
まちなか避暑地 

この施設は、 

「苅田町まちなか避暑地」 

として町民の皆様に開放しています。 

皆様に快適に過ごしていただけるよう、 

マナーを守り、譲り合って 

ご利用ください。 

     開設期間 

7月1日(火)～9月30日(火) 

問合せ：苅田町役場 保険健康課 

                  ☎ 093-588-1235 

（開放時間は各施設に準じます） 

町民ホールをご利用ください 


